
関連条文

道路交通法施行規則

（人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準）

第１条の３　法第２条第１項第１１号の２の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

１　人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。

イ 電動機であること。

ロ ２４キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、

人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の

区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。

(1) １０キロメートル毎時未満の速度　２

(2) １０キロメートル毎時以上２４キロメートル毎時未満の速度　走行速度をキロメ

ートル毎時で表した数値から１０を減じて得た数値を７で除したものを２から減じ

た数値

ハ ２４キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、

原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。

ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当

しないものに改造することが容易でない構造であること。

２　原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安

全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

（普通自転車の大きさ等）

第９条の２　法第６３条の３の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

１　車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

イ 長さ　１９０センチメートル

ロ 幅　６０センチメートル

２　車体の構造は、次に掲げるものであること。

イ 側車を付していないこと。

ロ 一の運転者席以外の乗車装置（幼児用座席を除く。）を備えていないこと。

ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。




